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株式会社ミロク情報サービス 会社概要

商号
株式会社ミロク情報サービス
（MIROKU JYOHO SERVICE CO.,LTD.）

1977年（昭和52年）：設立
2012年10月：東証一部上場

沿革

〒160-0004 東京都新宿区四谷4-29-1
本社
所在地

TEL：03-5361-6369（代）
FAX：03-5360-3400（代）

ＴＥＬ
ＦＡＸ

代表取締役社長
是枝 周樹（これえだひろき）

代表者

31億98百万円（2021年3月末現在）資本金

株式会社エヌ・テー・シー
株式会社エム・エス・アイ
リード株式会社
株式会社MJS M&Aパートナーズ
株式会社MJS Finance & Technology
Miroku Webcash International株式会社
株式会社アド・トップ
株式会社トランストラクチャ
スパイス株式会社
トライベック株式会社
株式会社SPALO

グループ
会社

事業内容

•税理士･公認会計士事務所およびその顧問先企業向けの

業務用アプリケーションソフトの開発･販売

•汎用サーバー・パソコンの販売、サプライ用品の販売

並びに保守サービスの提供

•経営情報サービス、育成･研修サービス、

コンサルティングサービス等の提供

主要
ユーザー

全国8,400会計事務所
全国17,000企業

事業所 東京本社、東京支社・大阪支社・名古屋支社・
福岡支社など

従業員数
（連結） 1,891人（2021年3月末現在）

ISO
認定日

ISO9001:2008 FS560827（認証登録番号）
認定日：2010年7月28日
ISMS  JIS Q 27001:2014(ISO/IEC 27001:2013))
登録番号 IS 507355

MJS拠点一覧

北九州支社
福岡支社
ｿﾘｭｰｼｮﾝ
九州支社

長崎支社
大分支社
熊本支社
ｿﾘｭｰｼｮﾝ
南九州支社

鹿児島支社
沖縄支社

本社
さいたま支社
ｿﾘｭｰｼｮﾝ関東信越支社
群馬支社
千葉支社
東京第一支社
東京第二支社
ｿﾘｭｰｼｮﾝ第一支社
ｿﾘｭｰｼｮﾝ第二支社
BP・SI推進支社
八王子支社
横浜支社
ｿﾘｭｰｼｮﾝ神奈川支社

札幌支社
ｿﾘｭｰｼｮﾝ北海道支社
道東サービスセンター

京都支社
大阪支社
ｿﾘｭｰｼｮﾝ近畿支社
神戸支社
姫路営業所

長野支社
新潟支社
金沢支社

静岡支社
名古屋支社
ｿﾘｭｰｼｮﾝ中部支社

岡山支社
広島支社
ｿﾘｭｰｼｮﾝ
中国支社

高松支社
松山営業所

盛岡支社
仙台支社
ｿﾘｭｰｼｮﾝ
東北支社

●本社
●支社
●営業所・サービスセンター
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ＭＪＳ ソリューション
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会計事務所向け基幹業務パッケージ
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時間と労力のかかる煩雑な業務の効率化

課題：月次決算を早期化して経営アドバイスを充実させたい...

効果：業務スピードが向上し、時間の節約によるコストダウンが可能に！
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セキュリティ対策の強化

課題：どんなセキュリティ対策が必要かわからない...

効果：最新セキュリティを維持することで顧問先からの信頼度が向上し、
より密接なパートナーシップを構築しながら、顧問先企業の発展に貢献
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改正電子帳簿保存法対応について



©2021 MIROKU JYOHO SERVICE CO., LTD. ©2021 MIROKU JYOHO SERVICE CO., LTD. 

MJSの会計・電子帳簿ソフトウェアは公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(以下、JIIMA)から「電子
帳簿ソフト法的要件認証」を取得しております。

国税関係帳簿を作成・保存する電子帳簿保存法対応ソフトウェアの機能仕様をチェックし、JIIMAが法的要件
を満足していると判断したものを認証します。これにより、そのソフトウェアを導入する企業は、電子帳簿保存法お
よびその他の税法が要求している要件を個々にチェックする必要がなく、安心して導入することができます。

JIIMA認証の取得

JIIMA認証を受けたMJS製品

会計事務所向け製品

1 ACELINK NX-Pro会計大将・電子帳簿オプション

顧問先企業向け製品

1 ACELINK NX-CE会計・電子帳簿オプション

2 Galileopt NX-Plus財務大将・電子帳簿オプション

3 MJSLINK DX財務大将・電子帳簿オプション

4 MJSLINK NX-Plus 財務大将・電子帳簿オプション

MJS製品のJIIMA認証取得
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電子帳簿保存法第4条 第１項に基づき、電子帳簿保存法の対象となる帳簿（仕訳帳・総勘定元帳・売掛
金元帳や買掛金元帳などの補助元帳）は、電子データにて保存することができます。
（「税務署長の承認」及び「真実性・可視性の確保」を満たす必要があります）

●このシステムでは、以下の参照・印刷することができます。
①電子帳簿保存法の申請を行った帳票
②電子帳簿保存法の申請対象以外の帳票（工事管理表、決算報告書など）
③仕訳データおよびマスターの修正履歴

さらに、顧問先に電子帳簿システムとデータをDVD等のメディアで提供することが可能です。会計大将データより
各種マスター・仕訳データ・実績データをメディアに移行し、顧問先側ではシステムをインストールすることなく電子
帳簿データの参照・印刷が可能となります。
本オプションは製品はスキャナ保存要件を満たしておりません。「スキャナ保存要件」をご要望の場合は「e文書対
応オプション」をご採用ください。

会計大将 電子帳簿 オプションとは、

会計大将
＋

電子帳簿

電子帳簿メディア作成

＜対応帳票＞
① 仕訳帳
② 総勘定元帳
③ 売掛金、買掛金元帳などの補助元帳
④ その他書類

残高試案表、決算報告書、消費税精算表
工事元帳、科目別工事集計表

顧問先提供用
ＤＶＤ

◆電子帳簿メディア作成

記帳代行における顧問先の「電子帳簿保存法」への対応
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令和4年1月1日以後に備付けを開始する国税関係帳簿又は保存を行う国税関係書類について適用電子帳簿保存法

スキャナ保存 令和4年1月1日以後に行うスキャナ保存について適用）

●税務署長の事前承認制度の廃止
●満たす要件によって、優良電子帳簿と一般電子帳簿に分けられる
●優良電子帳簿は要件が多い代わりに、届け出を行うことで過少申告加算税の5%軽減が受けられる

MJS製品では
電子帳簿オプションの購入あり ▶ 優良電子帳簿の要件を満たす
電子帳簿オプションの購入なし ▶ 一般電子帳簿の要件を満たす

●税務署長の事前承認制度の廃止
●受領者がスキャンする際の自署不要
●タイムスタンプ付与期間が最長約2か月と概ね7営業日以内
●画像データの修正や削除の履歴が保存されるなどの要件を満たす場合は、タイムスタンプが不要
●適正事務処理「相互けん制・定期的なチェック・再発防止策」を廃止
●検索要件の緩和（検索項目を「取引年月日・取引金額・取引先」の3項目に限定）
●スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加重措置を整備

MJS製品では
e文書対応オプション 証憑クラウドストレージ （タイムスタンプサービス）

令和3年度 電子帳簿保存法改正概要
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令和4年1月1日以後行う電子取引について適用電子取引

●タイムスタンプ付与期間が最長約2か月と概ね7営業日以内
●検索要件の緩和（検索項目を「取引年月日・取引金額・取引先」の3項目に限定）
前々期の売上高が1,000万以下である方（小規模な事業者）について、税務調査時等に電子データのダ
ウンロード要求に応じれば、検索要件の全てが不要

●申告所得税及び法人税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録を書面等に出力して保存する措
置が廃止

●電子取引の取引情報に係る電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加重措置を整備

MJS製品では
証憑クラウドストレージ タイムスタンプサービス 他社保管ストレージサービス

令和3年度 電子帳簿保存法改正概要
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電子インボイス推進に向けた取り組み
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社会的システムのデジタル化（Digitalization）を通じ、社会全体の効率の抜本的向上を目指すために2019
年12月、ERPベンダーが5社共同（※1）で「社会的システム・デジタル化研究会（Born Digital研究会）を
発足し、短期的に取り組むべき領域として電子インボイスが挙げられた。

社会的システム・デジタル化研究会の下部組織として、2020年7月、業務システムベンダー10社（※2）が設
立発起人となり、電子インボイス推進協議会（E-Invoice Promotion Association : EIPA）を発足。

2023 年 10 月の適格請求書等保存方式の開始に向けて、社会的コストの最小化を図るために、当初から電
子インボイスを前提とし、デジタルで最適化された業務プロセスを策定するとともに電子インボイスの標準仕様およ
びそれらを送受信するネットワークを事業者それぞれに見合ったコストで利用できるような電子インボイス・システム
の構築を目指す。

2021年8月23日現在 会員数 119社・8名

※1 SAP、OBC、PCA、MJS、弥生
※2 Infomart、SAP、OBC、SKYCOM、TKC、TRADESHIFT、PCA、MoneyForward、MJS、弥生

電子インボイス推進協議会の発足

電子インボイス推進協議会（EIPA：エイパ）について
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■電子インボイス推進協議会
https://www.eipa.jp/about-us

電子インボイス推進協議会（EIPA：エイパ）について
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※「ACELINK NX-Pro」「Edge Tracker」「かんたんクラウド」「MJS AI監査支援」「会計事務所トータル・バリューサービス(TVS)」「SOXBOX NX-Plus」「iCompassリモートPC」「は、株式会社ミロク情報サービスの商標または登録商標です。
※「Azure」は、米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における商標または登録商標です。
※その他掲載された会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
※記載された内容は変更・改訂されることがあります。
※本誌の掲載内容の無断転用を禁止いたします。

ご清聴ありがとうございました

資料請求や、ご質問・ご相談などございましたら
MJSコーポレートサイトからお気軽にお問合せください


